
【２５春闘、電機懇の提言について】

１．国内をめぐる情勢

２４国民春闘では、数十年ぶりの大幅賃上げの

成果を勝ち取ったものの、労働者の賃金は物価上

昇に追いつけず、国民生活も苦しくなっています。

一時金を除いた所定内賃金では、３０ヶ月連続の

目減り賃金となっています。

賃上げが、大企業を中心に見せかけの状況になっ

ていることが、明らかになっています。厚生労働

省の賃金実態調査（右表１）では、驚くことに大

企業の総額人件費が、０．７％も減らされている

のです。年齢別に見ると、２０～２４才で３％、

２５～２９才では１．６％となっていますが、逆

に３５～５４才の中高年層が、賃下げになってい

るのです。

中小企業では、賃金水準は低いものの全体とし

てプラスなっているのと対照的です。大企業での

賃金が、非正規労働者への置き換え、ジョブ型賃

金制度の導入や業績評価による賃下げが行われていることが伺えます。

さらに、１０年前との賃金比較では、そのよう

なことが顕著に現れています（左表２）。２０１

１年と比べて２０２３年の４０～４４才では２万

３７００円の低下、４５～４９才では５万７４０

０円もの低下となっています。別な調査でも、男

性･中高年・大卒の賃金が大幅に下がっていること

が明らかになっています。

構造的な賃金抑制のもとで、大企業の労働分配

率は３７．６％と過去最低の水準となっています。

２３年度の企業統計では、大企業の内部留保は５

３９．３兆円と過去最大となりました。経常利益

も７６．３兆円、株主への配当金も３２．５兆円

とこれも過

去最高となっ

ています。

１２年度と

比べると、内部留保は２００兆円増加し、経常利益は２．１２倍、

配当金は２．４倍と大幅に増えています。それに比較すると、労

働者の賃金は１．１３倍と低水準に留まっています。

賃金が全く上がらない日本では、ＧＤＰの５割を占める消費購

買力の停滞により、経済成長がストップしたままとなっています。

ＧＤＰの推移では、２０００年を１００とすると２０２３年は７

８と低下しました。イタリアなどのヨーロッパ各国が約２００と

なっているのと雲泥の差となっています。（右表３）

その結果、一人当たりのＧＤＰは２０００年には２位でしたが、

２０２３年には３４位と大幅に下落しています。

構造的な賃金抑制政策は、企業経営のあり方にも大きな影響を

及ぼしています。賃金抑制で消費が低迷しているから、低価格商
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品の開発、その為の生産コストの削減、非正規労働者の拡大を続いてきました。まさに、負のスパイラ

ルに陥り、イノベーションも国際競争力も急速に失われることになりました。

日本社会では、人手不足が大きな問題になっています。厚生労働省の推計でも、２０２６年に必要な

介護職員２４０万人に対して２５万人が不足するとされています。運輸や建設業界、医療や福祉などの

公共サービスでも人手不足が顕著になっています。その背景には、少子高齢化もありますが、日本特有

な低賃金・長時間労働など劣悪な労働環境にあります。賃金の抜本的な引上げやヨーロッパ並みの１日

７時間労働制などの、時間短縮なども求められています。

大幅な軍事予算を確保するために、社会保障などの削減が進められています。その典型が介護職場で

起きています。介護報酬の大幅な引上げが必要にも関わらず、不十分な引上げに留まり、訪問介護の基

本報酬も引き下げまでにされました。その結果、介護事業所の撤退、廃業、倒産が続いています。この

ようなことが、介護などのケア労働者の低賃金や劣悪な労働条件となっているのです。

２．当面する労働運動の課題

（１）最低賃金の大幅引上げと全国一律に
最低賃金は前年から５１円引き上げられ加重平均で１０５５円となりましたが、物価高騰を補う水準

に留まり、ワーキングプアを生む賃金水準となっています。

時給最低額が９５１円では、月収１４万２６５０円であり、人間らしく生活できる水準ではありませ

ん。主要国の最低賃金は、オーストラリア２３９０円、イギリス２２１４円と世界から取り残されてい

ます。さらに、日本の場合は地域間格差があることが問題です。最高額の東京（１１６３円）と最低額

の９５１円では、フルタイム換算で年収３８万円もの格差となります。地方では人手不足や高齢化・過

疎化となり地方経済を疲弊させています。

徳島県の最賃が前年より８４円引き上げて、９８０円になったことに大きな注目が集まりました。こ

れには、２４春闘での賃上げを求めるストライキなどの闘いが世論をつくりました。後藤田徳島県知事

は、最低賃金が四国最低、全国ワースト２位では「賃金が安いというイメージが固定化すると若者は逃

げていく」と批判しました。審議会では、人材確保のために最賃１０００円以上の引上げを求め、中小

企業への支援を約束する意見陳述を行いました。徳島県労連も、２３年度だけでも若者を中心に２６６

８人が流失している実態と、大学生や若い看護師などの意見陳述を組織化しました。

全国の首長からも、「全国一律にすべき」との声があがっています。昨年の１０月には、石破新首相

も「２０２０年代に前倒しして、平均１５００円を実現する」と公約せざるを得ませんでした。総選挙

でも、国民民主党と維新以外の政党も最低賃金１５００円にするとの見解を示しています。小数与党と

なった国会状況で、最低賃金を全国一律に改正させ、大幅に引き上げるチャンスを迎えています。

（２）労働者保護のデロケーション（適用除外）を許すな
経団連は、２４年１月に「労使自治を軸とした労働法制に関する提言」を発表しました。現行の労働

基準法は画一的規制で、多様な働き方の実現を阻害しているとし、規制の細部は職場実態をよく知る労

使に委ね、労働時間規制の「デロケーション」（適用除外）の範囲の拡大」を求めています。「規制単

位は事業所から企業・本社に一本化」して事業所単位の労働組合の関与を排除するとともに、労使合意

をとりつけるための「労使協創協議制」の創設や社員親睦会の合意への法的効力の付与を求めています。

厚生労働省の「労働基準関連法制研究会」も同様な議論を行っています。この研究会では、労使のコミュ

ニケーションの課題として、組合組織率の低下や、非正規を含む従業員全体の意見を反映することが、

必要だとしています。

ＪＲ連合では、このような施策がＪＲ東日本で進む任意団体（社友会）を軸にした、労務政策に表れ

ているとしています。２０１８年に多数派労組からの大量脱退が発生して以降、組合未加入者が約３万

８０００人に増え、その内３万４０００人が任意団体の「社友会」に加入しています。「社友会」は、

会費無料で協議には副社長クラスが出席するといいます。「社友会」は職制に近い人が中心を担ってお

り、会社から独立した組織ではありません。ＪＲ連合の会長は、過半数代表の仕組みを使って、労働条

件や労働安全などに関わる決定の仕組みから、既存の労働組合を排除しようとの意図があるとしていま

す。３６協定などの締結は、過半数代表が行い、その選出をめぐって職制の支援を受けた「社友会」と

労組が競い合う構図になっているとします。ＪＲ連合は、少数派労組の優越性の担保と、労組に中核的
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な役割を担わせる労組の結成につながるよ

うな、政策誘導が必要だとしています。

連合も、デロケーションの拡大を認めな

いとしています。労使コミュニケーション

については、「集団的労使関係の中核的な

担い手は労働組合であること」を踏まえる

べきだとします。その上で過半数代表につ

いては、「選出手続きなど厳格な法律に格

上げする」とともに、「労働組合結成に向

けた支援が必要」としています。（右表４）

労働者保護法制の「デロケーション」の

拡大は、働くものの権利を保障した憲法に

も反します。憲法は労働条件を労使自治に

委ねず、「賃金、就業時間、休憩その他の

勤労条件に関する基準は、法律で定める」

（２７条）としています。

（３）年収１０３万円の壁と
税のあり方について

国民民主党が選挙期間中から、「手取り

を増やす」ために「年収１０３万円の壁」

を引き上げるとの主張に対し、自民党も公

明党も見直しについては合意したと報じら

れています。

１年単位での基礎控除４８万円と給与所得控除５５万円の合計１０３万円までについては、課税さ

れません。１０３万円を超えた分に対して、所得税と住民税が課税されます。その他に、世帯主の所

得税の扶養控除があります。扶養する子が１０３万円を超えると、扶養控除がゼロとなります。また、

「配偶者特別控除」によって、年収１５０万円まで課税されないシステムもあります。しかしながら

この税制は、「家計を支える収入を得る者と、その配偶者と扶養する家族」を想定した税システムに

なっているのです。

確かに「年収の壁」を引き上げることで、世帯全体の手取りは増えますが、根本的な解決とはなり

ません。配偶者や子のない世帯と比較して差別になるからです。生協労連では、パート労働者の就労

控えを招いている「年収の壁」問題については、基礎控除の大幅な引上げや、第３号被保険者制度廃

止などを求める生協労連の政策「税と社会保障システムを世帯単位から個人単位への普及」に取り組

むとしています。

３．電機産業における問題について

「賃金とは何か」を問うことが、今求められています。電機連合の産別統一闘争では、すべての労

働者の賃金を底上げするベースアップ（ベア）の統一要求を掲げ、賃金体系も維持できたことによっ

て妥結基準としています。

電機連合傘下の各労組も基本的には、この方針に沿っていますが、実質上このようなことがなされ

ていないのが実態です。電機連合の第７次賃金政策でも、賃金制度の方針を掲げています。

電機におけるジョブ型をはじめとする処遇制度の改悪は、本来労働組合が要求する方針と全くかけ

離れたものとなっています。同時に、労働組合からの反対や批判の声も見られません。電機における

構造的賃金抑制が、「失われた３０年」や日本経済衰退を引き起こした元凶であるといえます。

（１）ベアとは賃金体系カーブ全体の上昇分
電機連合では、賃金体系カーブを生計基礎給と仕事給によって構成されているとします。生活基礎

給の根拠として年齢別標準生計費が報告されています。基本賃金が「仕事給」だけであっても、必要
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生計費を確保するとしています。

（「ジョブ型給」も「仕事給」と対応される）ＮＥＣ労組でも、賃金要求の根拠として「生計費・生

産性・労働力市場」をあげています。生計費の決定要素として、物価と生活実態（可処分所得の実態）

をあげています。ベアの根拠として物価上昇をあげているのですから、労働者全体に配分されなければ

なりません。しかしながら、ベア相当分が、企業による成績査定や格差賃金に回されているのが実態で

す。ＮＥＣの賃金バンドのように、ベアの一律加算がまったくされず、その原資がどのように配分され

ているかまったく不明なのは大きな問題です。

（２）定昇相当分は賃金カーブ維持分
賃金カーブは、定年退職者と新入社員が入れ替に伴い発生する分であり、本来のベアとは別のもので

す。従って企業の持ち出し分はなく、生活基礎給の一部でもあります。この定昇相当分もきちっと明ら

かにする必要があります。春闘妥結時に、賃金体系維持分を確保したとされていますが、その実態と内

容が明らかにされていません。

（３）改めて評価制度を問う
電機連合では、人事処遇に対して、「人材育成」と「公正処遇」を基本とするとしています。評価シ

ステムについては、公平性と透明性が担保されたオープンな評価制度の確立が、必要だとしています。

また、評価は「絶対評価」を基準とすること、評価結果に対する「異議申立制度」が求められるとして

います。ジョブ型制度における評価制度は、その基準内容が曖昧であるだけでなく、上司の恣意的な評

価を受けるものとなっています。

４．２５春闘について

（１）２５春闘の課題について
２５春闘をめぐる状況については、二つの追風があります。２４春闘で、「物価上昇に負けない大幅

な賃上げを」という社会的世論をつくりあげたことです。さらに、労働組合が、ストライキで闘えば、

大幅な賃上げが可能であることが分ったことです。次に、政財界も大幅賃上げを認めざるを得ない状況

をつくり出したことです。

経団連は、２４年に続き、賃上げは「企業の社会的責務」としていることです。さらに、従来までの

一時金や各種手当てではなく、ベア優先の検討をしていることです。石破茂新政権も、物価上昇を上回

る賃金を定着させるために、有識者を含めた「特別会合」も開催しています。

２５春闘は、大幅な賃上げがすべての労働者に実感できるものにしなければなりません。２４春闘で

は、大企業における賃上げが初任給や若年層に偏り、中高年層が逆に抑制されている実態が明らかにな

りました。労働組合には、「公正な配分にもっと力を入れる」ことが求められています。

連合の芳野会長も、「賃上げの分配に（若年層だけの）偏りがみられる。勤続年数が経過しても賃金

の上昇は期待できず悲観する中堅以上に対し、若年層は将来不安になっている」と指摘しています。

電機連合でも、４０才台以降で月例賃金が増えた割合が減少しているとの発言もありました。問題な

のは、労働組合がそのような実態を把握しながら、組合員に明らかにしていないことです。電機連合で

は、３０才開発設計職基幹労働者の賃上げ分を１万３０００円の満額回答を獲得したとだけに、なって

います。組合員全体の賃上げ状況が、示されていないのです。

２４春闘では、成績が低評価で賃下げになる労働者がいることを、明らかになった日立ですが、平均

賃上げと総原資の内容が開示されています。賃金体系を維持した上で１万３０００円の水準改善を行う

（平均昇給額１万８０９５円・平均昇給率５．５％）となっています。平均基準内賃金（３２万８００

０円）の５．５％が平均賃上げ額となります。従ってベアとの差分は、５０９５円（１．６％）が定昇

相当分となります。

ＮＥＣや富士通などでは、銘柄賃金の表示だけで、その原資も明らかにされていません。賃上げの偏

りや格差賃金が生じているのは、賃金制度そのものに問題があるからです。ジョブ型賃金制度でのグレー
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ド（バンド）賃金は、昇格しなければ頭打ちになっており、逆に低評価では賃下げになるようになって

いるかです。（２４春闘の実態調査では、減額になったとの回答が２１％にもなっていました）

（２）連合などの２５春闘方針について
連合の２５春闘要求では、昨年と同様のベア３％以上、定昇込み５％以上としました。昨年との違い

は、水準を「程度」から「以上」へと表現を変えたことです。

総務省が１２月に発表した消費者物価指数では、前年同月比で２．７％上昇した、とされました。連

合の物価ミニマム３％要求では、満額獲得しても生活向上分も配分構造の歪み是正もできません。

２４年３月期の大企業の経常利益は前年比で１３．７％増になっています。経済成長率も１％とされ

ており、このような指標からも要求水準は低すぎるものです。しかしながら、中小労組については、格

差是正分として１％以上を加え、１万８０００円以上、６％以上としています。また非正規労働者につ

いては、経験５年以上で時給１４００円以上への到達、企業内最賃として時給１２５０円をめざすとし

ています。ＵＡゼンセンでは、ベア４％基準、定昇込みで６％基準を提起しました。パート時給は、定

昇込み８０円、７％を目安に正規より１％高い要求としています。

電機連合では、賃金を底上げするベースアップの統一要求額を１万７０００円とする方針を出してい

ます。２４春闘での１万３０００円を上回り、現在の要求方式に変更した１９９８年以降で最も高い水

準となります。

（３）国民春闘共闘の２５春闘方針について
全労連など国民春闘共闘委員会は、「労働組合主導」による全ての労働者の大幅な賃上げと時短の実

現を掲げています。要求基準を月額３万２０００円以上（１０％以上）と時給２００円を提起しました。

要求額は、厚生労働省賃金調査の２３年平均賃金約３２万円の１０％相当としています。パート労働者

の女性の平均時給が１３１２円だったことから、１５００円到達に必要な額として時給２００円としま

した。時短では、１日７時間・週３５時間などです。また、企業内・産業内最低賃金を時給１５００円

以上、月２２万５０００円を筆頭の課題にあげています。

全労連では、要求実現の最大の力は「労働者の主体的な参加による春闘」「たたかう労働組合の仲間

が増えること」にあるとしています。その為には、組合員や労働者との「対話と学び合い」を広げ、闘

う労働組合のバージョンアップこそが、勝利のカギとしています。その上で、ストライキを背景にした

闘いと、産別や地域での統一闘争を提起しています。

医労連では、人材確保と他産別との格差是正などで、従来より１万円高い５万円以上を要求します。

ＪＭＩＴＵでは、「すべての労働者の賃上げと他産別統一闘争との連携強化」「ストなし一発回答での

妥結を解消」などを掲げています。

以上
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